
 

 

 

  

 

 

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金・小学校休業等助成金 

雇用調整助成金・小学校休業等助成金ともに、上限額の引上げ等が 2020 年 6 月 12 日に発表されていま

す。各助成金の概要とポイントをご案内いたします。 

１． 雇用調整助成金の概要とポイント 

新型コロナの影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が対象です。従業員の雇用維持

を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整（休業）を実施する事業主に対して、休業手当な

どの一部が助成されるものです。 

（１） 緊急対応期間（2020 年 4 月 1日から 9月 30 日まで）については、特例措置として以下の要件の

緩和等が行われています。過去に申請できないと判断した企業も、対象となる可能性があります。 

・要件の緩和：売上高等が 3か月 10%以上減少→1か月 5%以上減少 

・受給額の上限引き上げ：1人あたり日額 8,330 円→15,000 円 

・助成率の拡充：解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業は 10/10（100%） 

・対象者拡大：雇用保険未加入者や入社 6か月未満も対象 

・支給限度日数：原則の支給限度日数（１年間で 100 日、３年で 150 日）とは別に支給 

・教育訓練の実施による加算額：2,400 円（中小企業） 

（２） 申請期限は、原則として支給対象期間（1か月単位）の末日の翌日から 2か月以内です。特例に

より、支給対象期間の初日が 2020 年 1月 24日から 5月 31日までの場合は、8月 31日までです。 

２． 小学校休業等対応助成金の概要とポイント 

以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要になった従業員に、有給（賃金全額支給）の休

暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主に支給されます。 

 ・新型コロナ対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども 

・新型コロナに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども 

（１） 受給額の上限引き上げ：1人あたり日額 8,330 円→2020 年 4 月 1日以降の休暇は 15,000 円 

（２） 対象期間の延長：2020 年 2 月 27 日から 9月 30 日まで 

（３） 申請期間：2020 年 12 月 28 日まで 

本ニュースは 2020 年 7 月 2 日現在の内容です。詳細の要件や最新の内容は、厚生労働省ＨＰでご確認

ください。具体的な取扱いやご相談は、お近くの都道府県労働局またはハローワークにお問合せください。 

※厚生労働省ＨＰ 

 ・雇用調整助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

・小学校休業等対応助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

 

三井住友海上経営サポートセンターでは、企業経営者さま向けに「助成金・給付金の手続支援（専門家紹介）」を行って

います。ご利用方法等は、別途、ビジネスニュース号外でご案内いたします。 
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